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衆
議
院
議
員
酒
井
な
つ
み
君
提
出
専
門
的
支
援
が
必
要
な
障
害
児
等
（
医
療
的
ケ
ア
児
者
）
へ
の
支
援
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
酒
井
な
つ
み
君
提
出
専
門
的
支
援
が
必
要
な
障
害
児
等
（
医
療
的
ケ
ア
児
者
）
へ
の
支
援
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
専
門
的
支
援
が
必
要
な
障
害
児
等
が
い
る
家
庭
に
お
け
る
「
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
認
知
度
」
に
つ
い
て
の

「
調
査
」
は
実
施
し
て
い
な
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

医
療
的
ケ
ア
児
支
援
セ
ン
タ
ー
（
医
療
的
ケ
ア
児
及
び
そ
の
家
族
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
八

十
一
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
的
ケ
ア
児
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
役
割
に
つ
い
て
は
、

同
項
各
号
の
規
定
に
お
い
て
、
「
医
療
的
ケ
ア
児
（
中
略
）
及
び
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
専
門
的
に
、
そ
の

相
談
に
応
じ
、
又
は
情
報
の
提
供
若
し
く
は
助
言
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
こ
と
」
等
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の

「
基
幹
的
な
役
割
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
同
一
都
道
府
県
内
に
複
数
の
医
療
的
ケ
ア
児
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
た
場

合
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
児
支
援
セ
ン
タ
ー
間
の
連
携
も
含
め
、
当
該
都
道
府
県
内
の
医
療
的
ケ
ア
児
に
対
す
る
支
援
の

中
核
的
な
役
割
を
指
す
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 



 

２ 

 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
各
「
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
取
組
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
令
和
五
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
推

進
調
査
研
究
事
業
「
医
療
的
ケ
ア
児
等
支
援
者
の
研
修
等
に
関
す
る
調
査
研
究
」
（
以
下
「
調
査
研
究
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
、
先
進
的
な
取
組
を
行
っ
て
い
る
都
道
府
県
に
お
け
る
各
関
係
機
関
と
の
連
携
の
状
況
等
を
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
「
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
連
携
し
て
い
る
の
か
」
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
医
療
的
ケ
ア
児
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
は
、
医
療
的
ケ
ア
児
及
び
そ
の
家
族
に
対
す
る
支
援
に
関

す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
お
い
て
、
「
医
療
的
ケ
ア
児
及
び
そ
の
家
族
に
対
す
る
支
援
に
関
し
て
、
医

療
、
保
健
、
福
祉
、
教
育
、
労
働
等
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
」
等
と

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
政
府
と
し
て
は
、
医
療
的
ケ
ア
児
等
総
合
支
援
事
業
（
「
医
療
的
ケ
ア
児
等
総
合
支
援
事
業
実
施
要

綱
」
（
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
七
日
付
け
障
発
〇
三
二
七
第
十
九
号
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
長
通

知
別
紙
）
に
基
づ
く
医
療
的
ケ
ア
児
等
総
合
支
援
事
業
を
い
う
。
）
に
よ
り
、
都
道
府
県
に
お
け
る
「
医
療
的
ケ
ア
児
支
援

セ
ン
タ
ー
の
業
務
を
行
う
医
療
的
ケ
ア
児
等
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
（
以
下
「
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の



 

３ 

 

「
配
置
」
に
つ
い
て
支
援
し
て
お
り
、
各
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ
る
医
療
的
ケ
ア
児
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
適
切
に
取

り
組
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
支
給
決
定
」
に
つ
い
て
は
、
「
障
害
児
通
所
給
付
費
に
係
る
通
所
給
付
決
定
事
務
等
に
つ
い
て
」
（
令
和
七

年
十
月
三
十
一
日
付
け
こ
ど
も
家
庭
庁
支
援
局
障
害
児
支
援
課
事
務
連
絡
別
添
）
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
児
に
つ
い
て

は
、
「
「
医
療
的
ケ
ア
の
判
定
ス
コ
ア
の
調
査
」
に
よ
り
医
療
的
ケ
ア
区
分
及
び
医
療
的
ケ
ア
判
定
ス
コ
ア
の
点
数
を
把
握

す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
、
当
該
「
医
療
的
ケ
ア
判
定
ス
コ
ア
」
に
つ
い
て
は
、
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
に
お
け
る

医
療
的
ケ
ア
判
定
ス
コ
ア
（
医
師
用
）
」
（
令
和
三
年
三
月
二
十
三
日
付
け
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部

障
害
福
祉
課
事
務
連
絡
別
紙
一
）
に
お
い
て
、
「
見
守
り
ス
コ
ア
」
と
し
て
「
い
わ
ゆ
る
「
動
け
る
医
療
的
ケ
ア
児
者
」

が
、
自
発
運
動
等
に
よ
り
装
着
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
の
作
動
等
を
妨
げ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
評
価
」
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
各
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
「
支
給
決
定
」
を
行
っ

た
結
果
、
お
尋
ね
の
よ
う
に
「
医
療
的
ケ
ア
児
が
自
分
自
身
で
動
け
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
ス
コ
ア
に
差
が
生
じ
る
」
場
合

が
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 



 

４ 

 

六
に
つ
い
て 

 
 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
業
務
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
調
査
研
究
の
「
医
療
的
ケ
ア
児
支
援
セ
ン
タ
ー
事
例
集
」

に
お
い
て
、
「
県
内
の
検
討
体
制
・
連
携
状
況
」
、
「
市
町
村
・
圏
域
へ
の
支
援
」
等
の
取
組
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
「
医
療
的
ケ
ア
児
が
自
分
自
身
で
動
け
て
も
、
・
・
・
相
談
援
助
や
関
係
機
関
相
互
の

連
携
促
進
を
行
っ
て
い
る
の
か
」
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
は
把
握
し
て
い
な
い
。 

七
に
つ
い
て 

 
 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
御
指
摘
の
「
具
体
的
な
役
割
」
に
つ
い
て
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
障
害
児
通
所
支
援
等

の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
九
十
五
号
）
に
お
い
て
、

「
医
療
的
ケ
ア
児
及
び
そ
の
家
族
の
相
談
に
応
じ
、
情
報
の
提
供
、
助
言
、
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
ほ
か
、
医
療
、
保
健
、

福
祉
、
教
育
、
労
働
等
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
等
へ
の
情
報
の
提
供
及
び
研
修
等
の
業
務
や
連
絡
調
整
を
行
う
」

等
と
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
当
該
「
役
割
」
を
認
識
し
た
上
で
、
「
業
務
を
遂
行
し
て
い
る
」
も
の

と
考
え
て
い
る
。 


